継続的取引基本契約書


　　　　　　　（以下「甲」という。）と、　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、甲乙間の商品の継続的な取引の業務提携に関する基本的事項について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（目的）
第１条　本契約は、甲が乙に発注する商品（以下「本商品」という。）について、乙が甲に継続的に供給し、甲が本商品を継続的に購入することに関し、甲乙間で締結される一切の個々の取引契約に適用されることを目的とする。

（適用）
第２条　本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、甲乙間で行われる本商品の個別取引（以下「個別契約」という。）に共通に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用される。

（個別契約）
第３条　乙から甲に売り渡される商品の品名、使用目的、種類、データ形式、価格、納期、納品場所、納品形式等については、本契約に定めるものを除き、個別契約にて別途定める。
２　個別契約は、甲が、商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、納品形式等、所定の注文書（電磁的記録によるものを含む。）により乙に発注し、乙が注文書を確認し問題ない旨を記載した所定の注文請書（電磁的記録によるものを含む。）を甲に送付し甲に到達したときに成立する。ただし、注文書送付後、５営業日以内に乙から諾否の回答がないときは、個別契約は成立したものとみなす。

（商品の変更・追加）
第４条　甲は、本商品の変更又は取り扱う商品の追加を乙に要求することができ、甲と乙は協議の上、変更又は追加をすることができる。ただし、かかる変更又は追加によって生じる費用については、甲の負担とする。

（商品の納品）
第５条　本商品の納期は、個別契約で定める。ただし、甲と乙は、協議のうえこれを変更することができる。
２　乙は、甲に対し、個別契約で定める納期までに、本商品を納品する。

（商品の検収）
第６条　甲は、本商品受領後１０営業日以内に、甲乙別途協議した検査方法により、本商品を検査するものとする。
２　甲は、本商品が前項の検査に適合する場合、その旨を乙に通知のうえ交付するものとする。また、甲は、本商品が前項の検査に合格しない場合、乙に対し修正又は追完を求めるものとする。
３　第１項の検査に不合格となった場合、乙は、代品の納品、商品の修理又は部品の交換を行い、前項所定の検査を再度行うものとする。
４　第２項の履行の追完を催告したにもかかわらず、甲が定めた期間内に乙が履行の追完をしないときは、甲は乙に対し、代金の減額を請求することができる。
５　本条所定の検査合格をもって、本商品の検収完了とする。

（所有権の移転・危険負担）
第７条　本商品に係る所有権は、前条第１項に基づき甲が検収した時点をもって、乙から甲に移転する。ただし、甲が引き取った不合格品については、甲が引き取る旨の意思表示をしたときに、乙から甲に移転する。
２　本商品が日本の空港に到着する前に生じた本商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、乙が負担し、本商品が日本の空港に到着した後に生じた本商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担する。

（代金の支払い）
第８条　甲は、乙に対し、本商品の売買代金として、個別契約で定める代金を、個別契約で定める日までに支払うものとする。
２　本商品の売買代金は、個別契約において定める通貨で支払うものとし、個別契約締結日におけるレートによるものとする。
３　第１項の支払いは、海外送金サービス（WISE）により行うものとする。なお、WISEにかかる手数料は甲の負担とする。

（実費）
第９条　本商品の取引にかかる実費（輸送費、保険料等をいう。）については、甲の負担とする。

（契約不適合責任）
第１０条　第６条の検収完了後、本商品の仕様との不一致（以下「契約不適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、乙は、当該契約不適合を修正するものとする。
２　契約不適合により本契約の目的を達成できない場合、甲は、本契約及び個別契約を解除できるものとする。

（製造物責任）
第１１条　本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、甲及び乙はその対応につき協議する。
２　乙は、本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害（甲が第三者に支払った賠償額、甲が本商品を市場から回収するために要した費用、弁護士費用を含むがこれらに限られない。）を賠償するものとする。

（秘密保持義務）
第１２条　甲及び乙は、本契約に関し、甲及び乙が相手方に対し開示・提供した情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示・漏洩してはならず、また、本契約遂行の目的以外に使用してはならない。ただし、次に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
（１）　相手方から取得する前に、既に公知であった情報
（２）　相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となった情報
（３）　甲及び乙が相手方から取得する前に、既に自らが所有していた情報で、かかる事実が立証できる情報
（４）　正当な権限を有する第三者から合法的な手段により取得した情報
（５）　相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得した情報
２　甲及び乙は、前項の守秘義務遂行に際し、自らの従業員に対しても必要かつ有効な措置を講じるものとする。
３　甲及び乙が、相手方の事前の書面による承諾を得て、第三者に秘密情報を開示する必要がある場合であっても、自らの責任において当該第三者に本条の義務と同等以上の義務を負わせるものとする。
４　甲及び乙が、前三項の義務に違反し相手方当事者に損害を及ぼしたときは、損害を及ぼした当事者は、相手方当事者に対し損害賠償の責を負う。

（知的財産権）
第１３条　本契約に関して乙が創作した著作物その他の知的財産権は、甲に帰属するものとする。ただし、個別契約でこれと異なる定めをした場合は、この限りではない。

（知的財産権の侵害等）
第１４条　乙は、本商品が、当事者間で合意された仕様に合致し、個別契約で明白に定められた品質を備えたものであることを甲に対して保証する。乙は、甲に対して、本商品に関する製造物責任から免責し、害が及ばないようにする。
２　本商品の販売に必要な第三者の特許権、著作権その他の権利が存在する場合、乙は、納期までに当該権利の権利者から利用許諾を取得するものとし、甲が本商品を販売できることを保証するものとする。
３　乙は、本商品が第１項又は前項の規定に従って正常に販売できなかった場合には、甲に対し、代品を提供するものとする。
４　甲が本商品を販売するに際し、第三者から知的財産権侵害、名誉権侵害、信用毀損等の理由に基づく請求等を受けた場合には、乙は、自己の責任において必要な対応を行うものとし、甲に一切迷惑をかけない。甲が第三者に対し損害の賠償を要求された場合、乙は、訴訟費用（弁護士費用を含む。）、慰謝料、謝罪広告料その他一切の費用を甲に対し速やかに支払うものとする。

（再委託及び権利の移転）
第１５条　乙は、事前に甲の書面による承諾を得ないで、第三者に本契約の全部又は一部を再委託することができない。
２　乙は、事前に甲の書面による承諾を得ないで、本契約に基づいて発生する一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。

（損害賠償）
第１６条　乙は、本契約の規定に違反し甲に損害を与えた場合、甲に対しその一切の損害の賠償を行うものとする。

（解除）
第１７条　甲は、乙に以下の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
（１）　乙が個別契約で定めた納期までに本商品の全部又は一部を納入しないとき
（２）　監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
（３）　支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡り処分を受けたとき
（４）　破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
（５）　前各号に準ずる信用に関わる重要な事実が生じたとき
２　甲は、乙が、本契約に定める義務を履行せず、相当の期間を定めて履行の催告をしたにも関わらず、かかる不履行が是正されない場合は、本契約及び個別契約を解除することができる。
３　前二項により本契約及び個別契約が解除された場合、甲は、乙に対し、本商品の代金を支払うことを要しない。
４　前二項により本契約が解除された場合であっても、甲による乙に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。

（反社会的勢力の排除）
第１８条　甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
（１）　自己及び自己の役員・株主（以下「関係者」という。）が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）でないこと
（２）　自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
（３）　自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
（４）　自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
（５）　自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
２　甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

（契約の期間）
第１９条　本契約の有効期間は、本契約締結日から１年間とする。ただし、期間終了の１ヶ月前までに甲乙いずれからも本契約終了の申入れがない場合には、本契約は同一の条件で１年間延長され、以後も同様とする。
２　第１２条、第１３条、第１４条、第１６条、第１８条、本条、第２０条、第２１条、第２２条、第２３条及び第２４条の各規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

（本契約に定めのない事項）
第２０条　本契約に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、決定するものとする。

（合意管轄）
第２１条　本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（準拠法）
第２２条　本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

（完全合意）
第２３条　本契約締結の前日までに、甲乙間でなされた口頭又は書面による合意は、本契約の内容と相違する場合には、無効とする。

（ウィーン売買条約の適用排除）
第２４条　国際物品売買契約に関する国連条約（ウィーン売買条約）は、本契約や個別契約に対して適用されないことについて明確に合意する。

　本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

　　　　　　年　　月　　日

甲：

乙：
　　〇　〇　〇　〇
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